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(証券コード　4592)
2020年４月13日

株　主　各　位
東 京 都 中 央 区 明 石 町 ８ 番 １ 号
サ ン バ イ オ 株 式 会 社
代表取締役社長 森 　 敬 太

第７回定時株主総会招集ご通知
拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　さて、当社第７回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申
し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、2020年４月27日（月曜日）午後６時までに到着するようご返送下さいますようお願い申
し上げます。

敬　具
記

１．日 時 2020年４月28日（火曜日）午前10時
２．場 所 東京都新宿区西新宿六丁目13番１号

住友不動産新宿セントラルパークビル　ベルサール新宿セントラルパーク
当社は、株主総会を東京都千代田区のベルサール神田で開催してまいりましたが、本株
主総会におきましては、より多くの株主の皆様にご出席いただけますよう、上記会場で
開催することといたしました。
ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないよ
うご注意ください。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第７期（2019年２月１日から2020年１月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

２．第７期（2019年２月１日から2020年１月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 当社及び当社の子会社の従業員に対する新株予約権（ストック・オプション）の

発行の計画の承認の件
第２号議案 取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の額及び内容決定の件
第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

以　上
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げ
ます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット
上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.sanbio.com）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

( 2019年 2 月 1 日から
2020年 1 月31日まで )

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度、当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度（2019年２月１日～2020年１月31日）における日米両国の経済は、米中貿
易通商の進展とともに緩やかに景気が回復していたものの、中国を発端に世界各地に広がって
いる新型コロナウイルスの影響により、景気拡大は予断を許さない状況です。
　日本の再生医療業界においては、2014年11月に施行された再生医療安全性確保法及び改正
薬事法によって、再生医療の産業促進化が進むなか、2015年９月には、新制度の早期承認制度
下で初めてとなる国内の再生医療等製品に対しての条件及び期限付き販売の承認がされるなど、
再生医療等製品の実用化が現実となりつつあります。また、米国においては2016年12月に、
21st Century Cures Act（21世紀治療法）が可決されました。新しい法制度のもと、再生医
療が先進治療として新たなカテゴリー（Regenerative Medicine Advanced Therapy：
RMAT）として識別されるとともに、今後、再生医療関連製品に係る承認制度の整備や新薬承
認のスピードアップが図られていくことが予想されます。
　このような環境のもと、当社グループ（以下、当社及び連結子会社SanBio, Inc.（米国カリ
フォルニア州マウンテンビュー市）の２社を指します。）は、中枢神経系疾患に対する新しい
治療薬として当社グループ独自の再生細胞薬SB623の事業化を目指し、日米を中心に開発を進
めています。当社グループ単独で進めている日米のSB623慢性期外傷性脳損傷プログラムの
フェーズ２臨床試験（被験者61名）は、2018年11月に「SB623の投与群は、コントロール群
と比較して、統計学的に有意な運動機能の改善を認め主要評価項目を達成。」という良好な結
果を得ました。そして、2019年４月には、国内の慢性期外傷性脳損傷プログラムについて、厚
生労働省より再生医療等製品として「先駆け審査指定制度」の対象品目の指定を受けました。
本指定により、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）から薬事承認に係る優先相
談・事前評価（先駆け総合評価相談）・優先審査が受けられるようになりました。現在、PMDA
の対面助言・事前面談を行っています。当社としては、2021年１月期（2020年２月～2021年
１月）中には、先駆け総合評価相談を済ませ、再生医療等製品としての製造販売の承認申請を
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行う予定です。一方、海外においては、欧州では2019年４月にSB623が欧州医薬品庁
（European Medicines Agency：EMA）より先端医療医薬品（Advanced Therapy 
Medicinal Product：ATMP）の指定を受け、米国では2019年９月に慢性期外傷性脳損傷を対
象にしたSB623が米国食品医薬品局（U.S. Food and Drug Administration：FDA）より
RMATの指定を受けました。RMATは、FDAによる再生医療の実用化推進制度であることか
ら、当社グループは、SB623が今後米国での早期承認が得られるように事業戦略性を高めてい
きます。また、当社グループは、これらの制度を有効活用し、米国に加えて欧州なども含めた
グローバルでの慢性期外傷性脳損傷プログラムフェーズ３臨床試験を、2021年１月期（2020
年２月～2021年１月）末までに開始する計画をしています。具体的な臨床試験デザインや開発
内容については、今後確定次第速やかに公表する予定です。さらに、米国で大日本住友製薬株
式会社と共同で進めていたSB623慢性期脳梗塞プログラムについては、2019年12月に共同開
発を中止し、同時に大日本住友製薬株式会社との共同開発及びライセンス契約を解消しました。
その一方で、当社グループは、今後もグローバル展開を目指して開発を継続することを決定し
ており、次の臨床試験のデザインを決定し、2021年１月期以降での試験の実施を検討していき
ます。
　上記の事業を進捗させるため、2019年５月に、海外募集による新株式を発行し7,097百万円
を調達しました。この調達は、日米欧のSB623の販売需要を見越したもので、その資金につい
ては、SB623の量産化能力の向上と安定供給体制確保を図るために、製造委託先企業の複線化
とSB623の在庫確保に充当する予定です。なお、この在庫は、まずは国内の慢性期外傷性脳損
傷用途として販売される予定です。
　このような状況のなか、当社グループが北米において大日本住友製薬株式会社と締結してい
たSB623の共同開発及び販売ライセンス契約により受領した開発協力金収入等の収入により、
当連結会計年度の事業収益は447百万円（前連結会計年度は事業収益741百万円）となりまし
た。営業損失については、上述の慢性期脳梗塞及び慢性期外傷性脳損傷を対象とした２つの開
発プログラムに係る臨床試験費用等を含む費用として研究開発費4,327百万円を計上した結果、
5,486百万円（前連結会計年度は営業損失3,733百万円）となりました。また、カリフォルニア
州再生医療機構（CIRM）からの補助金分として営業外収益489百万円を計上したことにより、
経常損失は5,146百万円（前連結会計年度は経常損失2,919百万円）、親会社株主に帰属する当
期純損失は5,157百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失2,920百万円）と
なりました。
　また、当社における当事業年度の業績は、事業収益の計上はなく、営業損失は1,484百万円
（前事業年度は営業損失807百万円）、経常損失は1,268百万円（前事業年度は経常損失679百
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万円）、当期純損失は5,046百万円（前事業年度は当期純損失7,653百万円）となりました。
　なお、当社グループは他家幹細胞を用いた再生細胞事業の単一セグメントであるため、セグ
メント別の業績記載を省略しています。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資の総額は96百万円であり、主なものは研究開発用設備等でありま
す。

③　資金調達の状況
当社は、2019年５月29日に第三者割当により2,000,000株の新株式を発行し、7,097百万円

の資金調達を行いました。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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⑵　財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第４期
(2017年１月期)

第５期
(2018年１月期)

第６期
(2019年１月期)

第７期
(当連結会計年度)
(2020年１月期)

事 業 収 益 (百万円) 949 490 741 447

経 常 損 失(△) (百万円) △2,166 △3,947 △2,919 △5,146

親会社株主に帰属する当期純損失(△) (百万円) △1,835 △3,940 △2,920 △5,157

１株当たり当期純損失(△) (円) △40.88 △86.85 △60.17 △100.91

総 資 産 (百万円) 6,292 5,193 13,975 15,605

純 資 産 (百万円) 4,594 853 8,909 10,930

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 101.52 18.33 178.42 209.05

②　当社の財産及び損益の状況

区 分 第４期
(2017年１月期)

第５期
(2018年１月期)

第６期
(2019年１月期)

第７期
(当事業年度)
(2020年１月期)

事 業 収 益 (百万円) 56 － － －

経 常 損 失(△) (百万円) △744 △679 △712 △1,268

当 期 純 損 失(△) (百万円) △745 △672 △7,653 △5,046

１株当たり当期純損失(△) (円) △16.60 △14.82 △157.68 △98.74

総 資 産 (百万円) 7,586 7,978 13,127 15,302

純 資 産 (百万円) 6,227 5,604 8,909 11,046

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 137.70 122.78 178.44 211.30
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⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

S a n B i o , I n c . 2,908千USD 100.0％ 他家幹細胞を用いた再生細胞薬の研究
開発事業

⑷　企業集団の対処すべき課題
　全世界で再生医療の産業化が徐々に進むなか、各国でも国レベルの取り組みがされています。
国内でも、再生医療を政府の成長戦略のひとつとして、この分野における科学・基礎研究への手
厚い支援及び助成金の実施や、薬事法を改正し再生医療等製品への法制度の見直しを行ってきま
した。このような環境のなかで、当社グループは、再生細胞医薬品SB623 の製造及び販売の開始
をグローバルで目指すため、次の対処課題に取り組んでいきます。

①　SB623慢性期脳梗塞及び慢性期外傷性脳損傷プログラムの日米における承認取得及び販売
開始

当社グループ単独で進めている日米の慢性期外傷性脳損傷プログラムのフェーズ２臨床試験
は、2018年４月に被験者（61名）の組み入れを完了し、同年11月には「SB623の投与群は、
コントロール群と比較して、統計学的に有意な運動機能の改善を認め主要評価項目を達成。」
という良好な結果を得ました。これをもって、日本の慢性期外傷性脳損傷プログラムにおいて
は、国内の再生医療等製品に対する条件及び期限付承認制度を活用し、2021年１月期（2020
年２月～2021年１月）中に、再生医療等製品としての製造販売の承認申請を目指します。一
方、海外においては、米国に加えて欧州なども含めたグローバルでの慢性期外傷性脳損傷プロ
グラムフェーズ３臨床試験を、2021年１月期（2020年２月～2021年１月）末までに開始する
計画をしています。また、SB623慢性期脳梗塞プログラムについては、被験者163名を対象と
した米国でのフェーズ２b臨床試験において、2019年１月に主要評価項目未達という解析結果
を得ましたが、今後もグローバル展開を目指して開発を継続することを決定しており、次の臨
床試験のデザインを決定し、2021年１月期以降での試験の実施を検討していきます。
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②　市販後の製造・物流・販売体制の構築
上述した現状の日米の慢性期外傷性脳損傷プログラムの開発状況を踏まえ、SB623市販後の

製造・物流・販売体制の構築に着手しています。特に、今期は、市販後を見据えた製品の安定
供給体制構築のため製造体制構築に注力しています。並行して、流通・販売体制構築準備につ
いては、株式会社スズケンと再生細胞薬の供給を目的とした商流に関する取引基本契約の締結
と再生細胞薬を患者さまへお届けするまでのトレーサビリティ及び投与後の患者さまへのサポ
ートまでをトータル管理するシステム（R-SAT システム）の共同開発を合意し着手していま
す。これらにより、グローバルな対応が可能な製造体制及び品質管理体制の構築（特に日本で
の市販が可能になった際に、相当量の細胞薬を安定して医療機関に供給する製造体制及び製造
能力の構築及び医療機関にスムーズに製品を供給するための物流・販売体制の構築）を図って
まいります。

③　SB623の適応拡大及びそれ以外のパイプラインの進捗
　当社グループは、SB623の対象疾患を現在の慢性期脳梗塞及び慢性期外傷性脳損傷から、慢
性期脳出血、網膜変性疾患（加齢黄斑変性等）、パーキンソン病、脊髄損傷及びアルツハイマ
ー病へと順次適応拡大を図る予定です。
　慢性期脳出血を対象としたプログラムについては、上述した慢性期外傷性脳損傷の良好な結
果を受けて前期に新しくパイプラインに追加した適応症であり、現在フェーズ２又はフェーズ
３からの臨床試験開始を見込んで準備を進めています。また、網膜変性疾患、脊髄損傷、パー
キンソン病を対象としたプログラムについては非臨床試験段階であり、引き続きフェーズ１臨
床試験開始に向けて準備を進めていきます。さらに、SB623以外では、再生細胞薬SB618（機
能強化型・間葉系幹細胞）及び再生細胞薬SB308（筋肉幹細胞）を、次の新薬候補として保有
しており、これらのパイプラインについても早期に研究開発に着手していきます。

④　SB623の販売エリア拡大
　当社グループは、SB623の慢性期脳梗塞プログラム及び慢性期外傷性脳損傷プログラムの販
売エリア拡大に向けて取り組んでいます。現時点では、日本及び米国を販売エリアの足掛かり
として活動していますが、今後、欧州、アジア、南米などの地域においても販売ができるよう
に、それら地域をカバーしている製薬会社との提携を模索する等してエリアの拡大を図ってい
きます。
　また、SB623の他の対象疾患プログラムについても、同様にエリアの拡大のための施策等を
検討していきます。
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対処すべき課題
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⑤　資金調達
　当社グループは、上記のとおり、慢性期脳梗塞及び慢性期外傷性脳損傷を対象疾患とした
SB623の上市を加速するために、またSB623の適応拡大、エリア拡大及びSB623以外のパイプ
ラインを進捗させるために、資金調達を確実に行っていく必要があります。そのため、当社は、
資金調達手段の確保・拡充に向けて、株式市場からの必要な資金の獲得や銀行からの融資、補
助金等を通じて、必要な資金調達の多様化を図っていきます。

⑥　人材の獲得
　当社グループの研究開発体制は、コア・コンピタンスとなる研究開発及び製造プロセスのデ
ザイン等は自社で行い、臨床試験及びその治験薬自体の製造の業務等は外部協力業者を活用す
るなど効率的に行っています。現在は小規模組織での運営を行っていますが、開発の加速、市
販後体制の構築、適応疾患の拡大、パイプラインの進捗等に応じて、今後、適切かつ十分な人
材確保に努めていきます。

⑸　主要な事業内容（2020年１月31日現在）
　当社グループの主要な事業内容は、他家幹細胞を用いた再生細胞薬の研究開発及び販売業務で
あります。当社グループは他家幹細胞を用いた再生細胞事業の単一のセグメントであるため、セ
グメント別の記載をしておりません。

－ 8 －

対処すべき課題、主要な事業内容
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⑹　主要な営業所（2020年１月31日現在）
①　当社の主な事業所

本 社 東京都中央区

②　当社グループの主な事業所
研 究 所 Mountain View, CA, USA

⑺　従業員の状況（2020年１月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況
区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

他 家 幹 細 胞 を 用 い た
再 生 細 胞 事 業 55（0）名 22（―）名増

全 社 （ 共 通 ） 19（0）名 9（―）名増

合 計 74（0）名 31（―）名増

（注）１．従業員数は就業員数であり、契約社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．従業員数が前連結会計年度末と比べて32名増加しておりますが、その主な理由は、再生細胞薬SB623

の市販後の安定供給体制構築に向けたものであります。

②　当社の従業員の状況
従 業 員 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

30名 42.3歳 1.3年

区 分 従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

他 家 幹 細 胞 を 用 い た
再 生 細 胞 事 業 18（0）名 11（―）名増

全 社 （ 共 通 ） 12（0）名 7（―）名増

合 計 30（0）名 18（―）名増

（注）１．従業員数は就業員数であり、契約社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．従業員数が前事業年度末と比べて18名増加しておりますが、その主な理由は、再生細胞薬SB623の市

販後の安定供給体制構築に向けたものであります。

－ 9 －

主要な営業所、従業員の状況
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⑻　主要な借入先の状況（2020年１月31日現在）
①　企業集団の主要な借入先の状況
借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,300百万円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 1,400

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 300

②　当社の主要な借入先の状況
借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,300百万円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 1,400

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 300

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 10 －

主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（2020年１月31日現在）

①　発行可能株式総数 150,000,000株
②　発行済株式の総数 51,785,023株

（注）2019年５月29日付の第三者割当により、発行済株式の総数は2,000,000株増加しております。
③　株主数 38,394名
④　大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 （ 千 株 ） 持 株 比 率

川 西 　 徹 12,221 23.6％

森 　 敬 太 5,997 11.6

大 日 本 住 友 製 薬 株 式 会 社 2,820 5.4

帝 人 株 式 会 社 992 1.9

佐 々 木 　 桂 　 一 664 1.3

野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社
（ 信 託 口 ） 632 1.2

野 村 證 券 株 式 会 社 561 1.1

松 井 証 券 株 式 会 社 383 0.7

B B H  F O R  M A T T H E W S
A S I A  G R O W T H  F U N D 364 0.7

野 村 證 券 株 式 会 社 354 0.7

（注）持株比率は自己株式（196株）を控除して計算しております。

－ 11 －
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⑵　新株予約権等の状況
①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況
第５回新株予約権 第16回新株予約権

発 行 決 議 日 2014年４月28日 2019年４月26日

新 株 予 約 権 の 数 422,543個 40,000個

新株予約権の目的となる株式の
種 類 と 数

普通株式 422,543株
(新株予約権1個につき １株)

普通株式 40,000株
(新株予約権1個につき １株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり 1.1円 新株予約権１個当たり ―

新株予約権の行使に際して出資
さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 300円
(１株当たり 300円)

新株予約権１個当たり 3,765円
(１株当たり 3,765円)

権 利 行 使 期 間 2014年４月30日から
2024年１月１日まで

2019年５月22日から
2029年４月25日まで

行 使 の 条 件 （注）⒜⒝⒞⒟ （注）⒝⒞⒟

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 ―
目的となる株式数 ―
保有者数 ―

新株予約権の数 40,000個
目的となる株式数 40,000株
保有者数 １人

社 外 取 締 役
新株予約権の数 150,000個
目的となる株式数 150,000株
保有者数 １人

新株予約権の数 ―
目的となる株式数 ―
保有者数 ―

監 査 役
新株予約権の数 6,329個
目的となる株式数 6,329株
保有者数 １人

新株予約権の数 ―
目的となる株式数 ―
保有者数 ―

（注）新株予約権の行使の条件
⒜　本新株予約権者は、行使期間満了日までの間に、以下のいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生

じた日以後、本新株予約権を行使することができないものとする。但し、本新株予約権の目的である当社
普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該上場の日をもって、本⒜記載の
行使の条件は消滅する。

（ⅰ）行使価額を下回る金額の払込金額をもって当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式が
処分された場合（但し、当該払込金額が会社法第199条第３項に定める「特に有利な金額」である場
合を除く。）。

（ⅱ）当社株主により、行使価額を下回る金額を対価として当社普通株式の売買が行われた場合（但し、当
該売買時点における当社普通株式の株式価値よりも著しく低いと認められる価格で売買が行われた場
合を除く。）。

－ 12 －

新株予約権等の状況
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（ⅲ）当社が、当社が依頼した第三者評価機関から、いずれかの事業年度末日を基準日としてディスカウン
テッド・キャッシュ・フロー法及び類似会社比較法の方法により評価された当社普通株式の１株当た
りの株式評価額（一定の幅で評価が示されるものである場合は、当該幅の下限の金額）がいずれも行
使価額を下回る内容の株式価値評価書を受領した場合。

⒝　本新株予約権者が、従業員、取締役、監査役、又はコンサルタント（以下「役務提供者」という。）でな
くなった場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である本新株予約
権のみを、当該日から３ヶ月間以内（但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで）に限り行使す
ることができる。

⒞　本新株予約権者が、米国内国歳入法典第22条⒠⑶に定義される完全且つ恒久的な障害に該当した結果役務
提供者でなくなった場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である
本新株予約権のみを、当該日から１年間以内（但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで）に限
り行使することができる。

⒟　本新株予約権者が役務提供者である間に死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、当該死亡の日におい
て確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から１年間以内（但し、いかなる場合においても行
使期間満了日まで）に限り行使することができる。

－ 13 －

新株予約権等の状況



2020/03/31 10:59:30 / 19600070_サンバイオ株式会社_招集通知（Ｃ）

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
第15回新株予約権 第16回新株予約権

発 行 決 議 日 2019年４月26日 2019年４月26日
新 株 予 約 権 の 数 3,000個 45,000個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 3,000株
(新株予約権１個につき 1株)

普通株式 45,000株
(新株予約権１個につき 1株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり －円 新株予約権１個当たり －円
新株予約権の行使に際して出資
さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 3,765円
(１株当たり 3,765円)

新株予約権１個当たり 3,765円
(１株当たり 3,765円)

権 利 行 使 期 間 2019年５月22日から
2029年４月25日まで

2019年５月22日から
2029年４月25日まで

行 使 の 条 件 （注） （注）

使用人等へ
の交付状況

当 社 使 用 人
新株予約権の数 3,000個
目的となる株式数 3,000株
交付者数 １人

新株予約権の数 5,000個
目的となる株式数 5,000株
交付者数 ２人

子 会 社 の 役 員
及 び 使 用 人

新株予約権の数 ―
目的となる株式数 ―
交付者数 ―

新株予約権の数 40,000個
目的となる株式数 40,000株
交付者数 １人

第17回新株予約権 第18回新株予約権
発 行 決 議 日 2019年６月28日 2019年７月12日
新 株 予 約 権 の 数 50,000個 41,000個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 50,000株
(新株予約権１個につき 1株)

普通株式 41,000株
(新株予約権１個につき 1株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり －円 新株予約権１個当たり －円
新株予約権の行使に際して出資
さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 3,624円
(１株当たり 3,624円)

新株予約権１個当たり 3,624円
(１株当たり 3,624円)

権 利 行 使 期 間 2019年７月16日から
2029年６月27日まで

2019年７月30日から
2029年７月11日まで

行 使 の 条 件 （注） （注）

使用人等へ
の交付状況

当 社 使 用 人
新株予約権の数 ―
目的となる株式数 ―
交付者数 ―

新株予約権の数 41,000個
目的となる株式数 41,000株
交付者数 5人

子 会 社 の 役 員
及 び 使 用 人

新株予約権の数 50,000個
目的となる株式数 50,000株
交付者数 １人

新株予約権の数 ―
目的となる株式数 ―
交付者数 ―

－ 14 －

新株予約権等の状況
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第19回新株予約権
発 行 決 議 日 2019年11月29日
新 株 予 約 権 の 数 9,500個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 9,500株
(新株予約権１個につき 1株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり －円
新株予約権の行使に際して出資
さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 4,216円
(１株当たり 4,216円)

権 利 行 使 期 間 2019年12月16日から
2029年11月28日まで

行 使 の 条 件 （注）

使用人等へ
の交付状況

当 社 使 用 人
新株予約権の数 2,000個
目的となる株式数 2,000株
交付者数 ２人

子 会 社 の 役 員
及 び 使 用 人

新株予約権の数 7,500個
目的となる株式数 7,500株
交付者数 ４人

（注）新株予約権の行使の条件
⒜　本新株予約権者が、役務提供者（従業員、取締役、監査役、又はコンサルタントをいう。）でなくなった

場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、
当該日から３ヶ月間以内（但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで）に限り行使することがで
きる。

⒝　本新株予約権者が、米国内国歳入法典第22条⒠⑶に定義される完全かつ恒久的な障害に該当した結果役務
提供者でなくなった場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である
本新株予約権のみを、当該日から１年間以内（但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで）に限
り行使することができる。

⒞　本新株予約権者が役務提供者である間に死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、当該死亡の日におい
て確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から１年間以内（但し、いかなる場合においても行
使期間満了日まで）に限り行使することができる。

③　その他新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

－ 15 －
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⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2020年１月31日現在）
会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 川 西 　 徹 SanBio,Inc.取締役

代 表 取 締 役 社 長 森 　 敬 太 SanBio,Inc.取締役 Chairman

取 締 役 辻 村 明 広 SanBio,Inc. CEO

取 締 役 古 谷 　 昇

有限会社ビークル　代表取締役
コンビ株式会社　社外取締役
株式会社ジンズ　社外取締役
ビルコム株式会社　社外取締役
株式会社メドレー　社外取締役
株式会社イノフィス　社外取締役

常 勤 監 査 役 棚 橋 正 顕

監 査 役 植 田 俊 道
響きパートナーズ株式会社　取締役
パートナー
サインポスト株式会社　社外取締役

監 査 役 佐 藤 洋 一
（注）１．取締役古谷昇氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役棚橋正顕氏、監査役植田俊道氏及び監査役佐藤洋一氏は、社外監査役であります。
３．監査役植田俊道氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す

るものであります。
４．当社は、古谷昇氏、棚橋正顕氏、植田俊道氏、及び佐藤洋一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立

役員として指定し、同取引所に届出ております。

②　事業年度中に退任した取締役及び監査役
　2019年４月26日開催の第６回定時株主総会終結の時をもって、監査役山角健氏は任期満了
により退任いたしました。

－ 16 －
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③　取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

4名
（1）

118百万円
（6）

監 査 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 監 　 査 　 役 ）

4
（4）

18
（8）

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

8
（5）

136
（14）

（注）１．取締役の報酬等には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、2013年３月25日開催の臨時株主総会において、年額５億円以内（但し、従

業員分給与は含まない。）と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、2013年３月25日開催の臨時株主総会において、年額３億円以内と決議いた

だいております。

④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役古谷昇氏は、有限会社ビークル代表取締役、コンビ株式会社社外取締役、株式会社
ジンズ社外取締役、ビルコム株式会社社外取締役、株式会社メドレー社外取締役、株式会
社イノフィス社外取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役植田俊道氏は、響きパートナーズ株式会社取締役パートナー、サインポスト株式会
社社外取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

－ 17 －
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ロ．当事業年度における主な活動状況
主 な 活 動 状 況

取締役 古 谷 　 昇

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席いたしました。経
営に関する高い見地に基づき、且つ独立性を踏まえた中立の立場から、取締
役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言
を行っております。

監査役 棚 橋 正 顕

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査役会14回のうち14
回に出席いたしました。経営に関する高い見地に基づき、且つ独立性を踏ま
えた中立の立場から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、当
社の経営戦略並びに業績について、適宜必要な発言を行っております。

監査役 植 田 俊 道

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査役会14回のうち14
回に出席いたしました。公認会計士としての専門的見地に基づき、且つ独立
性を踏まえた中立の立場から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会にお
いて、当社の経理システム並びに内部監査について、適宜必要な発言を行っ
ております。

監査役 佐 藤 洋 一

当事業年度に開催された取締役会15回のうち10回、監査役会14回のうち９
回に出席いたしました。なお、佐藤氏は、2019年４月26日開催の第６回定
時株主総会において選任されたため、取締役会及び監査役会の開催回数が他
の社外監査役と異なります。同氏の就任後の取締役会の開催回数は11回、監
査役会の開催回数は10回であります。経営に関する高い見地に基づき、且つ
独立性を踏まえた中立の立場から、取締役会において、取締役会の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会
において、当社の研究開発並びに内部管理体制について、適宜必要な発言を
行っております。

（注）書面決議による取締役会の回数は除いております。

⑤　責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

－ 18 －
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⑷　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 32百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額 32

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、
会計監査人の監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき相当と
判断し、会社法第399条第１項の同意を行っております。

③　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合
は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当
該議案を株主総会に提出いたします。
　また、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監
査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解
任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要
　当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で責任限定契約を締結しておりません。

－ 19 －
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⑸　業務の適正を確保するための体制
　当社取締役会が、業務の適正を確保するために必要な体制の整備について決議した内容の概要
は、当事業年度末現在、次のとおりであります。

①　取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．法令・定款及び社会規範を遵守するための「コンプライアンス行動規範」を制定し、全社

に周知・徹底することにより、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
ロ．内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
ハ．当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要

求には断固としてこれを拒絶する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役の職務の執行に係る情報については、法令に基づき、適切に保存及び管理を行う。
ロ．取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

③　損失の危険への管理に関する体制
イ．取締役会において、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
ロ．危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対

して適切かつ迅速対処するものとする。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、執行役員の業務執行機能を分離する。
ロ．取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確

化を図る。
ハ．取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

－ 20 －
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⑤　当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．経営管理部が管理担当となり、関係会社管理規程に基づき、関係会社管理を行う。
ロ．取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、経営管理部はその進捗状況を毎月取締役

会に報告する。
ハ．経営管理部は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報

告する。なお、経営管理部については、代表取締役会長が内部監査を実施し、代表取締役社
長に報告する。

⑥　監査役が職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
イ．監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該

監査業務の補助に当たらせる。

⑦　監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項
イ．監査役より監査役の補助の要請を受けた従業員は、取締役及び上長等の指揮・命令は受け

ないものとする。
ロ．当該従業員の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。

⑧　取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ．監査役は、取締役会のほか重要会議である執行役員会議に出席し、取締役及び従業員から

職務執行状況の報告を求めることができる。
ロ．取締役及び従業員は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実

を発見したときには、速やかに監査役に報告する。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を確保する。
ロ．監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
ハ．監査役は、会計監査人及び内部監査人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
ニ．監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、

その他専門家の意見を聴取することができる。

－ 21 －
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⑹　業務の適正を確保するための体制の運用の状況
　当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、2014年12月に取締役会決議を行
った当初から、内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に調査を実施しており、取
締役会にその内容を報告しております。また、調査の結果判明した問題点につきましては、是正
措置を行い、より適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。
　2019年２月１日から2020年１月31日までの期間においては、職務の執行が効率的に行われる
こと及び業務の適正を確保することを目的として、当社及び当社子会社における主要な業務プロ
セスの精査及び変更を行い、人員の増強を含めた運用体制の整備に努めました。
　また、当社及び当社子会社はそれぞれ内部通報窓口を設置しており、コンプライアンスの実効
性向上に努めております。

⑺　会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財産及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本的方針は、特
に定めておりません。

－ 22 －
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年１月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

貯 蔵 品

前 渡 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

そ の 他

14,626,050

13,646,073

469,600

375,790

134,585

979,364

123,943

8,864

59,307

55,772

13,650

841,770

824,522

17,248

流 動 負 債 1,175,232
１年内返済予定の長期借入金 500,000
未 払 金 296,749
未 払 費 用 319,205
賞 与 引 当 金 20,698
そ の 他 38,578

固 定 負 債 3,500,000
長 期 借 入 金 3,500,000

負 債 合 計 4,675,232
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 10,861,014
資 本 金 8,083,986
資 本 剰 余 金 11,795,428
利 益 剰 余 金 △9,017,546
自 己 株 式 △853

その他の包括利益累計額 △35,296
その他有価証券評価差額金 △175,453
為 替 換 算 調 整 勘 定 140,157

新 株 予 約 権 104,464
純 資 産 合 計 10,930,182

資 産 合 計 15,605,414 負 債 ・ 純 資 産 合 計 15,605,414
（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

( 自　2019年 2 月 1 日
至　2020年 1 月31日 )

（単位：千円）
科 目 金 額

事 業 収 益 447,226

事 業 費 用

研 究 開 発 費 4,327,729

そ の 他 の 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,605,566 5,933,296

営  業  損  失  ( △ ) △5,486,070

営 業 外 収 益

受 取 利 息 9,068

受 取 配 当 金 6,458

補 助 金 収 入 489,821

そ の 他 3,278 508,626

営 業 外 費 用

支 払 利 息 47,363

為 替 差 損 61,988

資 金 調 達 費 用 9,475

株 式 交 付 費 50,273 169,101

経  常  損  失  ( △ ) △5,146,544

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 9,961 9,961

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ( △ ) △5,156,506

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,209

当 期 純 損 失 ( △ ) △5,157,716
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ( △ ) △5,157,716

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 自　2019年 2 月 1 日
至　2020年 1 月31日 )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 9,431,953 13,143,396 △13,675,118 △837 8,899,393

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 3,559,676 3,559,676 7,119,352

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 ( △ ) △5,157,716 △5,157,716

自 己 株 式 の 取 得 △15 △15

資本金から剰余金への振替 △4,907,644 4,907,644 －

欠 損 填 補 △9,815,288 9,815,288 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 △1,347,967 △1,347,967 4,657,571 △15 1,961,620

当 期 末 残 高 8,083,986 11,795,428 △9,017,546 △853 10,861,014

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △171,147 145,293 △25,854 35,580 8,909,120

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 7,119,352

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 ( △ ) △5,157,716

自 己 株 式 の 取 得 △15

資本金から剰余金への振替 －

欠 損 填 補 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △4,305 △5,136 △9,442 68,883 59,441

当 期 変 動 額 合 計 △4,305 △5,136 △9,442 68,883 2,021,062

当 期 末 残 高 △175,453 140,157 △35,296 104,464 10,930,182

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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【連結注記表】
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数　　　　　１社
連結子会社の名称　　　　SanBio, Inc.

２．持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法
　その他有価証券

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　貯蔵品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

　定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物及び構築物　　　10～39年
工具、器具及び備品　３～10年

②　無形固定資産
　定額法によっております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（３年）で償却しております。

－ 26 －
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⑶　重要な引当金の計上基準
　賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

⑷　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　繰延資産の処理方法

　株式交付費
　支出時に全額費用として処理しております。

②　消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 213,281千円

２．貸出コミットメント契約
　当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と貸
出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における貸出コミットメント契約に係る借入
金未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 8,100,000千円
借入実行残高 2,800,000千円

5,300,000千円

　上記の貸出コミットメント契約について、次の財務制限条項が付されております（契約ごとに条項は異な
りますが、主なものを記載しております）。
　2020年１月決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期間について、各年度の決算期における連

結の損益計算書に示される経常利益が２期連続して損失とならないようにすること。

－ 27 －
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（連結損益計算書に関する注記）
　補助金収入

　カリフォルニア州再生医療機構（CIRM）からの脳梗塞フェーズ２b臨床試験に関する補助金は、各マイルス
トンの条件達成時に営業外収益に計上しております。なお、開発が成功し商業化された場合には、補助金交付
額の全額を一括等でカリフォルニア州に返還する義務が定められております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 51,785,023株

２．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の
種類及び数
普通株式 589,354株

－ 28 －
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金繰計画に照らして、必要な資金を金融機関からの借入により調達しております。
　外貨建の現金及び預金、金銭債務である未払金等は、為替変動リスクに晒されております。外貨建の債権
債務に係る為替変動リスクについて、為替相場の状況を継続的に把握しております。また、担当部署が適時
に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
　投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
定期的に時価等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2020年１月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

（単位：千円）
連 結 貸 借 対 照 表
計  上  額 （ ＊ ） 時 　 　 価 （ ＊ ） 差 額

⑴ 現 金 及 び 預 金 13,646,073 13,646,073 －
⑵ 投 資 有 価 証 券 824,522 824,522 －
⑶ 未 払 金 (296,749) (296,749) －
⑷ 長 期 借 入 金 (4,000,000) (4,002,041) 2,041

（＊）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（注）金融商品の時価の算定方法

⑴　現金及び預金、⑶　未払金
　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

⑵　投資有価証券
　時価について、株式は取引所の価格によっております。

⑷　長期借入金
　長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後
大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によって
おります。固定金利によるものは、元利金の合計額を残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた
現在価値により算定しております。
　なお、１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 209円05銭
１株当たり当期純損失(△) △100円91銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

－ 30 －

連結注記表



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2020/03/31 10:59:30 / 19600070_サンバイオ株式会社_招集通知（Ｃ）

貸　借　対　照　表
（2020年１月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

貯 蔵 品

前 払 費 用

１年内回収予定の関係会社長期貸付金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

13,429,572

12,377,899

202,694

18,690

545,300

284,988

1,872,824

16,088

8,621

7,467

13,571

1,843,164

824,522

10,697,110

741,531

△10,420,000

流 動 負 債 755,690
１年内返済予定の長期借入金 500,000
未 払 金 119,678
未 払 費 用 88,104
未 払 法 人 税 等 30,860
預 り 金 7,717
賞 与 引 当 金 9,329

固 定 負 債 3,500,000
長 期 借 入 金 3,500,000

負 債 合 計 4,255,690
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 11,117,695
資 本 金 8,083,986
資 本 剰 余 金 8,081,486

資 本 準 備 金 8,081,486
利 益 剰 余 金 △5,046,923

そ の 他 利 益 剰 余 金 △5,046,923
繰 越 利 益 剰 余 金 △5,046,923

自 己 株 式 △853
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △175,453

その他有価証券評価差額金 △175,453
新 株 予 約 権 104,464
純 資 産 合 計 11,046,706

資 産 合 計 15,302,397 負 債 ・ 純 資 産 合 計 15,302,397
（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

( 自　2019年 2 月 1 日
至　2020年 1 月31日 )

（単位：千円）
科 目 金 額

事 業 費 用

研 究 開 発 費 581,538

そ の 他 の 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 903,039 1,484,577

営  業  損  失  ( △ ) △1,484,577

営 業 外 収 益

受 取 利 息 375,200

受 取 配 当 金 6,458

そ の 他 3,309 384,968

営 業 外 費 用

支 払 利 息 47,363

為 替 差 損 61,990

資 金 調 達 費 用 9,475

株 式 交 付 費 50,273 169,103

経  常  損  失  ( △ ) △1,268,713

特 別 損 失

関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 3,777,000 3,777,000

税 引 前 当 期 純 損 失 ( △ ) △5,045,713

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,209

当  期  純  損  失  ( △ ) △5,046,923

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 自　2019年 2 月 1 日
至　2020年 1 月31日 )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金

合 計
その他利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益剰余金
当 期 首 残 高 9,431,953 9,429,453 － 9,429,453 △9,815,288 △9,815,288 △837 9,045,281

当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 3,559,676 3,559,676 3,559,676 7,119,352

当 期 純 損 失(△) △5,046,923 △5,046,923 △5,046,923

自 己 株 式 の 取 得 △15 △15

資本金から剰余金への振替 △4,907,644 4,907,644 4,907,644 －

準備金から剰余金への振替 △4,907,644 4,907,644 － －

欠 損 填 補 △9,815,288 △9,815,288 9,815,288 9,815,288 －
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 △1,347,967 △1,347,967 － △1,347,967 4,768,364 4,768,364 △15 2,072,413

当 期 末 残 高 8,083,986 8,081,486 － 8,081,486 △5,046,923 △5,046,923 △853 11,117,695

評価・換算差額等
新 株
予 約 権

純 資 産
合 計その他有価証

券評価差額金
評価・換算差
額 等 合 計

当 期 首 残 高 △171,147 △171,147 35,580 8,909,715

当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 7,119,352

当 期 純 損 失(△) △5,046,923

自 己 株 式 の 取 得 △15

資本金から剰余金への振替 －

準備金から剰余金への振替 －

欠 損 填 補 －
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △4,305 △4,305 68,883 64,577

当 期 変 動 額 合 計 △4,305 △4,305 68,883 2,136,991

当 期 末 残 高 △175,453 △175,453 104,464 11,046,706

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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【個別注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式
　移動平均法による原価法

②その他有価証券
　時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

⑵　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　貯蔵品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産

　定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
　建物　　　　　　　　10～30年
　工具、器具及び備品　３～10年

⑵　無形固定資産
　定額法によっております。

３．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

⑵　賞与引当金
　従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
⑴　繰延資産の処理方法

　株式交付費
　支出時に全額費用として処理しております。

⑵　消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

－ 34 －
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（貸借対照表に関する注記）
１．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 185,519千円
長期金銭債権 725,388千円
短期金銭債務 11,572千円

２．取締役、監査役に対する金銭債権及び金銭債務
金銭債務 2,864千円

３．貸出コミットメント契約
　当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と貸
出コミットメント契約を締結しております。当事業年度末における貸出コミットメント契約に係る借入金未
実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 8,100,000千円
借入実行残高 2,800,000千円

5,300,000千円

　上記の貸出コミットメント契約について、次の財務制限条項が付されております（契約ごとに条項は異な
りますが、主なものを記載しております）。
　2020年１月決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期間について、各年度の決算期における連

結の損益計算書に示される経常利益が２期連続して損失とならないようにすること。

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
　営業取引以外の取引による取引高

　受取利息 374,021千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 196株

－ 35 －
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
減価償却超過額 3,150千円
未払賞与 11,028千円
未払事業税 9,450千円
株式報酬費用 31,876千円
その他有価証券評価差額金 53,732千円
関係会社株式評価損 90,983千円
貸倒引当金 3,191,102千円
繰越欠損金 1,181,996千円
その他 4,924千円

繰延税金資産小計 4,578,244千円
評価性引当額 △4,578,244千円
繰延税金資産合計 －千円

（関連当事者との取引に関する注記）
１．子会社及び関連会社等

（単位：千円）

種 類 会社等
の名称

議 決 権 等 の
所 有 （ 被
所 有 ） 割 合

関 連 当 事
者 と の 関 係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 SanBio,
Inc.

所有
直接 100％ 役員兼務 資金の貸付 11,320,290

１年内回収予定の
関係会社長期貸付金
（注２）

545,300

関係会社
長期貸付金
（注２）

10,697,110

資金の貸付 利息の受取
（注１） 374,021 流動資産その他

（注２） 88,630

長期未収収益
（注２） 725,388

債務の保証
（注３） 400,000

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）SanBio, Inc.への資金の貸付に係る利息については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
（注２）SanBio, Inc.への関係会社長期貸付金及び長期未収収益に対し、10,420,000千円の貸倒引当金を計上し

ております。また、当事業年度において3,777,000千円の関係会社貸倒引当金繰入額を計上しておりま
す。

（注３）当社は銀行借り入れに対してSanBio, Inc.より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っ
ておりません。

－ 36 －
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２．役員及び個人主要株主等
（単位：千円)

種 類 会 社 等 の 名 称
又 は 氏 名

議 決 権 等 の 所 有
（ 被 所 有 ） 割 合 関連当事者との関係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

（注２） 科 目 期 末 残 高
（注２）

役 員 及 び
個 人 主 要 株 主 森 　 敬 太

被所有
直接

　11.6％
当社代表取締役社長 経費の立替

（注１） 12,105 未 払 金 294

（注１）経費の立替は、実際発生額を精算したものであります。
（注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 211円30銭
１株当たり当期純損失（△） △98円74銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

－ 37 －
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年３月16日
サンバイオ株式会社　取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 城 戸 和 弘 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 菊 池 寛 康 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、サンバイオ株式会社の2019年２月１日から2020
年１月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、サンバイオ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

－ 38 －
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年３月16日
サンバイオ株式会社　取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 城 戸 和 弘 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 菊 池 寛 康 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、サンバイオ株式会社の2019年２月１日から
2020年１月31日までの第７期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

－ 39 －
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、2019年２月１日から2020年１月31日までの第７期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を
調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし
ました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

－ 40 －
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年３月16日
サンバイオ株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役（ 社 外 監 査 役 ） 棚 橋 正 顕 ㊞
監 査 役（ 社 外 監 査 役 ） 植 田 俊 道 ㊞
監 査 役（ 社 外 監 査 役 ） 佐 藤 洋 一 ㊞

以上

－ 41 －
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　当社及び当社の子会社の従業員に対する新株予約権（ストック・オプション）の発行の

計画の承認の件
１．提案の理由
⑴　プランの趣旨及び目的

当社は、当社及び当社の子会社の従業員（当社の取締役を兼任する者を含みます。）の業績向
上に対する意欲や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、当社グループ全体の中長期的な
企業価値向上に資することを目的として、当社及び当社の子会社の従業員に対してストック・オ
プションとしての新株予約権を発行したいと考えております。

その発行の際には、会社法第238条及び第240条の定めに従い、当社取締役会の決議をもって
新株予約権の募集事項を決定いたしますが、米国カリフォルニア州に所在する当社の子会社
SanBio, Inc.の米国従業員を対象者に含めて新株予約権を発行するに当たっては、米国法上、新
株予約権の発行の計画の内容を株主総会の決議により定めることが必要となる場合があることか
ら、当該計画の内容として、下記２．の内容の「サンバイオ株式会社　2020年～2022年インセ
ンティブ・ストック・オプション・プラン」（以下「2020年インセンティブ・プラン」といいま
す。）及び「サンバイオ株式会社　2020年～2022年従業員向けストック・オプション・プラン」
（以下「2020年プラン」といいます。）のご承認をお願いするものであります。

2020年インセンティブ・プランに基づき発行される新株予約権は、その行使価額について、新
株予約権の割当日における当社株式の公正価値を下回らないものとすることにより（下記２．
（５）ご参照）、割当日後の当社株価の上昇分が従業員（当社の取締役を兼任する者を含みます。）
の利益となるようにするものであり、2020年プランに基づく新株予約権は、その行使価額を１円
とすることにより（下記３．（５）ご参照）、従業員に実質的に株式報酬を付与しようとするも
のです。この両者のストック・オプションを発行することにより、優秀な人材の確保の手段とし
てストック・オプションを活用するほか、当社グループ全体の中長期的な企業価値の向上に向け
た従業員の意欲や士気を多角的に喚起することが可能になるものと考えています。

なお、2020年インセンティブ・プランの対象者となる当社及び当社の子会社の従業員の中に
は、当社の取締役を兼任する者が含まれる予定であり、当該兼任者に対するストック・オプショ
ンの付与については、取締役の報酬等として、第２号議案で重ねてご承認をお願いしております。
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⑵　発行済の新株予約権の取得・消却等
当社が既に発行している新株予約権のうち、第7回、第９回、第11回及び第19回新株予約権に

ついては、付与対象者である従業員の退職により、各回次の新株予約権の発行要領中の無償取得
事由に該当することとなったものがありますので、2020年３月16日開催の取締役会において、
当該発行要領の規定に基づき、合計6,449個の新株予約権（その目的である株式は、普通株式
6,449株）について、同年４月１日付で、当社にて無償取得の上、消却することを決議いたしま
した。

本議案でご承認をお願いする2020年インセンティブ・プランに基づき発行される新株予約権の
目的である株式は、当社普通株式最大66,000株（第７期末（2020年１月31日）時点の発行済株
式総数に対して約0.1％相当）であり、2020年プランに基づき発行される新株予約権の目的であ
る株式は、当社普通株式最大97,400株（第７期末（2020年１月31日）時点の発行済株式総数に
対して約0.2％相当）であるところ、上記のとおり取得・消却される新株予約権の目的である株式
の合計数が6,449株（第７期末（2020年１月31日）時点の発行済株式総数に対して約0.01％相
当）であること、また、両プランは、当社及び当社の子会社の従業員の業績向上に対する意欲や
士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、当社グループ全体の中長期的な企業価値向上に資
することを目的とするものであることから、適切な規模であるものと考えております。

２．2020年インセンティブ・プランの内容
⑴　2020年インセンティブ・プランに基づき発行される新株予約権

当社の新株予約権（以下２．において「本新株予約権」という。）を発行する。本新株予約権
は、インセンティブ・ストック・オプション（米国内国歳入法典第422条で定義されるところを
意味する。以下２．において「ISO」という。）又はISOとして適格とならないストック・オプ
ションとして発行することができる。

⑵　本新株予約権の割当対象者
　当社及び当社の子会社（米国内国歳入法典第424条(f)で定義されるところを意味する。）の従

業員
　（注）当社の取締役を兼任する者を含みます。
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⑶　本新株予約権の目的である株式の種類及び総数
　当社普通株式　最大66,000株（第７期末（2020年１月31日）時点の発行済株式総数に対して

約0.1％相当）
本新株予約権が未行使のまま失効又は行使不能となった場合には、2020年インセンティブ・プ

ランが終了しておらず、かつ、下記⑼の定めに従う限り、当社は、当該本新株予約権の目的であ
る株式（以下「再利用対象株式」という。）を、2020年インセンティブ・プランに基づく将来の
株式の付与又は売却に用いることができる。

なお、当社の普通株式について、当社が株式の分割、株式の併合、株式配当、資本再構成、統
合又は株式の種別の変更を行う場合その他当社が対価を受領することなしに当社の株式の分配を
行う場合は、米国内国歳入法典第424条に従い、また、米国カリフォルニア州の従業員に関する
本新株予約権については米国カリフォルニア州規則集第260.140.41条に従い、次の算式により本
新株予約権の目的である株式の数を比例按分して調整するものとする。但し、この調整は、当該
株式の分割、株式の併合又はその他の該当する取引の時点で行使されていない本新株予約権の目
的である株式の数についてのみ行うものとする。調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる
ものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合等の比率

上記のほか、株式無償割当てを行う場合その他当社が対価を受領することなしに当社の発行済
株式数（但し、当社が保有する自己株式の数を除く。）を変更する行為をする場合、当社は、い
ずれの場合も米国内国歳入法典第424条に従い、また、米国カリフォルニア州の従業員に関する
本新株予約権については米国カリフォルニア州規則集第260.140.41条に従い、株式無償割当てそ
の他当該行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の行使により取得される株式数について、合理
的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。

⑷　本新株予約権１個当たりの割当時の払込金額
　金銭の払込みは不要とする。

⑸　本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額の概要
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とする。
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本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式１株当たりの金額（以下２．にお
いて「行使価額」という。）は、本新株予約権の割当日における当該株式の公正価値を下回らな
いものとする。

また、当社の普通株式について、当社が株式の分割、株式の併合、株式配当、資本再構成、統
合又は株式の種別の変更を行う場合その他当社が対価を受領することなしに当社の株式の分配を
行う場合は、米国内国歳入法典第424条に従い、また、米国カリフォルニア州の従業員に関する
本新株予約権については米国カリフォルニア州規則集第260.140.41条に従い、次の算式により行
使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合又はその他の該
当する取引の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。調
整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝
調整前行使価額

分割・併合等の比率

上記のほか、株式無償割当てを行う場合その他当社が対価を受領することなしに当社の発行済
株式数（但し、当社が保有する自己株式の数を除く。）を変更する行為をする場合、当社は、い
ずれの場合も米国内国歳入法典第424条に従い、また、米国カリフォルニア州の従業員に関する
本新株予約権については米国カリフォルニア州規則集第260.140.41条に従い、株式無償割当てそ
の他当該行為の条件を勘案のうえ、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行う
ものとする。

⑹　本新株予約権の行使期間
　2020年インセンティブ・プランに基づく本新株予約権の行使期間は、割当日から10年以内で
なければならない。

⑺　本新株予約権の譲渡禁止
当社取締役会により別途定められる場合を除き、米国カリフォルニア州の従業員に関する本新

株予約権について、遺言による又は相続若しくは遺産分配に関する法律による場合を除き、いか
なる方法によっても売却、質権の設定、譲渡、抵当権の設定、移転又は処分を行ってはならない
ものとし、また、本新株予約権の割当てを受けた従業員が生存している間、当該従業員によって
のみ行使できるものとする。当社取締役会は、(i)遺言によるか、(ii)相続若しくは遺産分配に関
する法律によるか、又は(iii)1933年米国証券法（その後の変更を含む。）（以下２．において
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「米国証券法」という。）規則701により認められるところに従う場合に限り、本新株予約権の
第三者への移転を承認することができる。また、当社が1934年米国証券取引所法（その後の変更
を含む。）（以下２．において「米国証券取引所法」という。）第13条又は第15(d)条の報告要
件に服することとなるまで、又は当社取締役会が米国証券取引所法に基づき公布される規則
12h-1(f)に定められるところによる米国証券取引所法に基づく登録の免除（以下２．において
「規則12h-1(f)免除」という。）に現在若しくは将来依拠しない又は依拠することができないと
判断した後は、本新株予約権又は（行使する前は）本新株予約権の対象となる株式については、
いかなる方法（ショートポジション、「プットと同等のポジション」又は「コールと同等のポジ
ション」（それぞれ米国証券取引所法規則16a-1(h)及び規則16a-1(b)に定義されるところを意
味する。）をとる方法を含む。）によっても、(i)贈与若しくは家庭裁判所の命令を通じて「親
族」（米国証券法規則701(c)(3)に定義されるところを意味する。）である者に対して、又は(ii)
加入者が死亡するか若しくは無能力となった時点で加入者の遺言執行者若しくは後見人に対して
行う場合を除き、いずれの場合においても、継続的に規則12h-1(f)免除に依拠するために必要と
なる範囲において、質権の設定、抵当権の設定又はその他譲渡若しくは処分はできないものとす
る。上記にかかわらず、当社取締役会は、その単独の裁量で、規則12h-1(f)により許される範囲
内で、又は、当社が規則12h-1(f)免除に依拠しない場合には2020年インセンティブ・プランに
より許される範囲内で、当社に対する譲渡又は当社の支配権の変更若しくはその他当社に関する
買収に係る取引に関連する譲渡を承認することができるものとする。

⑻　本新株予約権の行使可能性
　米国カリフォルニア州の従業員に関して、本新株予約権を行使する権利は、本新株予約権者が
当社又は当社の子会社における自らの雇用が終了する日に行使する権利を有する範囲内で、以下
のうち最も早い時点まで引き続き行使することができるものとする。
(ⅰ)雇用の終了が死亡又は無能力に起因する場合、当該終了日から６ヶ月（本新株予約権に係る

発行要領又は新株予約権割当契約において６ヶ月よりも長い期間が定められている場合には、
当該期間）が経過する時点

(ⅱ)雇用の終了が死亡又は無能力以外の理由に起因する場合、当該終了日から30日（本新株予約
権に係る発行要領又は新株予約権割当契約において30日よりも長い期間が定められている
場合には、当該期間）が経過する時点

(ⅲ)本新株予約権が失効するまでの最長期間の末日
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⑼　2020年インセンティブ・プランの有効期間
2020年インセンティブ・プランに基づくいずれの本新株予約権も、(a)当社の取締役会が2020

年インセンティブ・プランを決定する日、又は(b)当社の株主が2020年インセンティブ・プラン
を承認する日のいずれかの早い方の日から３年以内に発行されなければならない。但し、2020年
インセンティブ・プランに基づき発行され、再利用対象株式のみを目的とする本新株予約権につ
いては、当該３年の経過後においても発行することができるものとするが、いかなる場合であっ
ても、(i)当社の取締役会が2020年インセンティブ・プランを決定する日、又は(ii)当社の株主が
2020年インセンティブ・プランを承認する日のいずれかの早い方の日から10年以内に発行され
なければならない。

⑽　2020年インセンティブ・プランの加入者に対する情報の提供
(i)2020年インセンティブ・プランの加入者の総数が500名以上となり、当社が規則12h-1(f)

免除に依拠する日、又は(ii)当社が米国証券法規則701に従い2020年インセンティブ・プランの
加入者に情報を提供することを要求される日のいずれかの早い方の日から、当社が米国証券取引
所法第13条若しくは第15(d)条の報告要件に服することとなるか、規則12h-1(f)免除に依拠しな
くなるか、又は米国証券法規則701に従い2020年インセンティブ・プランの加入者に情報を提供
することを要求されなくなる時点まで、当社は、少なくとも６ヶ月毎に、2020年インセンティ
ブ・プランの各加入者に対して、米国証券法規則701(e)(3)、(4)及び(5)に記載される情報を、
作成から180日以内の財務諸表とともに提供するものとし、また、当該情報は2020年インセンテ
ィブ・プランの各加入者に対して、物理的に又は電子的交付により提供されるものとする。

⑾　2020年インセンティブ・プランの株主による承認
　2020年インセンティブ・プランは、2020年インセンティブ・プランが当社の取締役会により
決定された日から12ヶ月以内に、当社の発行済議決権付株式の過半数を有する株主により承認さ
れなければならない。

⑿　その他の諸条件
　当社は、日本の会社法及び当社の定款に従い、2020年インセンティブ・プランに基づく本新株
予約権の発行に際してその他の諸条件を定めることができる。
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３．2020年プランの内容
⑴　2020年プランに基づき発行される新株予約権

当社の新株予約権（以下３．において「本新株予約権」という。）を発行する。

⑵　本新株予約権の割当対象者
　当社及び当社の子会社（米国内国歳入法典第424条(f)で定義されるところを意味する。）の従
業員

⑶　本新株予約権の目的である株式の種類及び総数
当社普通株式　最大97,400株（第７期末（2020年１月31日）時点の発行済株式総数に対して

約0.2％相当）
本新株予約権が未行使のまま失効又は行使不能となった場合には、2020年プランが終了してい

ない限り、当社は、当該本新株予約権の目的である株式を、2020年プランに基づく将来の株式の
付与又は売却に用いることができる。

なお、当社の普通株式について、当社が株式の分割、株式の併合、株式配当、資本再構成、統
合又は株式の種別の変更を行う場合その他当社が対価を受領することなしに当社の株式の分配を
行う場合は、米国内国歳入法典第424条及び第409A条に従い、また、米国カリフォルニア州の従
業員に関する本新株予約権については米国カリフォルニア州規則集第260.140.41条に従い、次の
算式により本新株予約権の目的である株式の数を比例按分して調整するものとする。但し、この
調整は、当該株式の分割、株式の併合又はその他の該当する取引の時点で行使されていない本新
株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。調整の結果生じる１株未満の端数
は切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合等の比率

上記のほか、株式無償割当てを行う場合その他当社が対価を受領することなしに当社の発行済
株式数（但し、当社が保有する自己株式の数を除く。）を変更する行為をする場合、当社は、い
ずれの場合も米国内国歳入法典第424条及び第409A条に従い、また、米国カリフォルニア州の従
業員に関する本新株予約権については米国カリフォルニア州規則集第260.140.41条に従い、株式
無償割当てその他当該行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の行使により取得される株式数に
ついて、合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。
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⑷　本新株予約権１個当たりの割当時の払込金額
　金銭の払込みは不要とする。

⑸　本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額の概要
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とする。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式１株当たりの金額は、１円とする。

⑹　本新株予約権の行使期間
　2020年プランに基づく本新株予約権の行使期間は、割当日から10年以内でなければならない。

⑺　本新株予約権の譲渡禁止
当社取締役会により別途定められる場合を除き、米国カリフォルニア州の従業員に関する本新

株予約権について、遺言による又は相続若しくは遺産分配に関する法律による場合を除き、いか
なる方法によっても売却、質権の設定、譲渡、抵当権の設定、移転又は処分を行ってはならない
ものとし、また、本新株予約権の割当てを受けた従業員が生存している間、当該従業員によって
のみ行使できるものとする。当社取締役会は、(i)遺言によるか、(ii)相続若しくは遺産分配に関
する法律によるか、又は(iii)1933年米国証券法（その後の変更を含む。）（以下３．において
「米国証券法」という。）規則701により認められるところに従う場合に限り、本新株予約権の
第三者への移転を承認することができる。また、当社が1934年米国証券取引所法（その後の変更
を含む。）（以下３．において「米国証券取引所法」という。）第13条又は第15(d)条の報告要
件に服することとなるまで、又は当社取締役会が米国証券取引所法に基づき公布される規則
12h-1(f)に定められるところによる米国証券取引所法に基づく登録の免除（以下３．において
「規則12h-1(f)免除」という。）に現在若しくは将来依拠しない又は依拠することができないと
判断した後は、本新株予約権又は（行使する前は）本新株予約権の対象となる株式については、
いかなる方法（ショートポジション、「プットと同等のポジション」又は「コールと同等のポジ
ション」（それぞれ米国証券取引所法規則16a-1(h)及び規則16a-1(b)に定義されるところを意
味する。）をとる方法を含む。）によっても、(i)贈与若しくは家庭裁判所の命令を通じて「親
族」（米国証券法規則701(c)(3)に定義されるところを意味する。）である者に対して、又は(ii)
加入者が死亡するか若しくは無能力となった時点で加入者の遺言執行者若しくは後見人に対して
行う場合を除き、いずれの場合においても、継続的に規則12h-1(f)免除に依拠するために必要と
なる範囲において、質権の設定、抵当権の設定又はその他譲渡若しくは処分はできないものとす
る。上記にかかわらず、当社取締役会は、その単独の裁量で、規則12h-1(f)により許される範囲
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内で、又は、当社が規則12h-1(f)免除に依拠しない場合には2020年プランにより許される範囲
内で、当社に対する譲渡又は当社の支配権の変更若しくはその他当社に関する買収に係る取引に
関連する譲渡を承認することができるものとする。

⑻　本新株予約権の行使可能性
　米国カリフォルニア州の従業員に関して、本新株予約権を行使する権利は、本新株予約権者が
当社又は当社の子会社における自らの雇用が終了する日において行使する権利を有することが確
定している範囲内で、本新株予約権にかかる新株予約権割当契約において定められる本新株予約
権の権利行使可能期間（以下「本権利行使可能期間」という。）中、本権利行使可能期間の初日
から以下のうち最も早い時点まで引き続き行使することができるものとする。
(ⅰ)雇用の終了が死亡又は無能力に起因する場合、本権利行使可能期間の初日または当該雇用の

終了日のいずれか遅い日から６ヶ月（本新株予約権に係る発行要領又は新株予約権割当契約
において６ヶ月よりも長い期間が定められている場合には、当該期間）が経過する時点

(ⅱ)雇用の終了が死亡又は無能力以外の理由に起因する場合、本権利行使可能期間の初日又は当
該雇用の終了日のいずれか遅い日から30日（本新株予約権に係る発行要領又は新株予約権割
当契約において30日よりも長い期間が定められている場合には、当該期間）が経過する時点

(ⅲ)本新株予約権が失効するまでの最長期間の末日

⑼　2020年プランの有効期間
2020年プランに基づくいずれの本新株予約権も、(a)当社の取締役会が2020年プランを決定す

る日、又は(b)当社の株主が2020年プランを承認する日のいずれかの早い方の日から３年以内に
発行されなければならない。
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⑽　2020年プランの加入者に対する情報の提供
(i)2020年プランの加入者の総数が500名以上となり、当社が規則12h-1(f)免除に依拠する日、

又は(ii)当社が米国証券法規則701に従い2020年プランの加入者に情報を提供することを要求さ
れる日のいずれかの早い方の日から、当社が米国証券取引所法第13条若しくは第15(d)条の報告
要件に服することとなるか、規則12h-1(f)免除に依拠しなくなるか、又は米国証券法規則701に
従い2020年プランの加入者に情報を提供することを要求されなくなる時点まで、当社は、少なく
とも６ヶ月毎に、2020年プランの各加入者に対して、米国証券法規則701(e)(3)、(4)及び(5)
に記載される情報を、作成から180日以内の財務諸表とともに提供するものとし、また、当該情
報は2020年プランの各加入者に対して、物理的に又は電子的交付により提供されるものとする。

⑾　2020年プランの株主による承認
　2020年プランは、2020年プランが当社の取締役会により決定された日から12ヶ月以内に、当
社の発行済議決権付株式の過半数を有する株主により承認されなければならない。

⑿　その他の諸条件
　当社は、日本の会社法及び当社の定款に従い、2020年プランに基づく本新株予約権の発行に際
してその他の諸条件を定めることができる。
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第２号議案　取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の額及び内容決定の件
第１号議案においてご承認をお願いしている2020年インセンティブ・プランの対象者となる当社

及び当社の子会社の従業員の中には、当社の取締役を兼任する者が含まれる予定であることから、
本議案において、当該兼任者に対するストック・オプションの付与について、取締役の報酬等とし
てのご承認を重ねてお願いするものです。

当社の取締役の報酬等の額は、2013年３月25日開催の臨時株主総会において年額５億円以内（た
だし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすること、及び、2019年４月26日開催
の定時株主総会において、上記と別枠で168百万円の範囲内、かつ、同総会において承認された「サ
ンバイオ株式会社　2019年～2021年インセンティブ・ストック・オプション・プラン」の範囲内
でストック・オプションとして新株予約権を発行する（なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は
含まない。）ことにつきご承認いただき、今日に至っております。本議案は、これら取締役の報酬
等の額とは別枠で、当社の取締役に対する報酬等として100百万円の範囲でストック・オプション
として新株予約権を発行することにつきご承認をお願いするものであります（なお、使用人兼務取
締役の使用人分給与は含まないものといたします。）。

当該新株予約権は、2020年インセンティブ・プランの範囲内で発行され、その内容は2020年イ
ンセンティブ・プランに記載のとおりであり、当社の取締役への当該新株予約権の発行数は35,000
個（その当初の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式35,000株）を上限といたします。
上記のストック・オプションとしての報酬等の額につきましては、想定される新株予約権１個当た
りの公正価額に、割り当てる新株予約権の上限数を乗じて得た額を考慮して定めたものであります。

なお、当社の現在の取締役は４名（うち社外取締役１名）ですが、本議案の対象となる取締役は、
そのうち、当社の子会社の従業員を兼任する取締役１名（社外取締役ではありません。）となりま
す。
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第３号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
　当社は、当事業年度末において繰越利益剰余金の欠損額5,046,923,591円を計上するに至ってお
ります。
つきましては、下記のとおり、資本金及び資本準備金の額を減少することにより税負担の軽減を図
り、また、この欠損金の填補により財務体質の健全化を図るとともに、今後の株主還元（配当及び
自己株式取得）を含む資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第447条第１項及び
会社法第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本
剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越
利益剰余金に振り替えたいと存じます。
　なお、本議案は、発行済株式総数は変更せず、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたします
ので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません。また、当社の純資産額に
も変更はありませんので、１株当たり純資産額に変更が生じるものではございません。

１．資本金の額の減少の内容
⑴　減少する資本金の額

　資本金の額を2,523,461,796円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えいたします。
⑵　資本金の額の減少が効力を生ずる日

　2020年６月９日を予定しております。

２．資本準備金の額の減少の内容
⑴　減少する資本準備金の額

　資本準備金の額を2,523,461,795円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えいたします。
⑵　資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

　2020年６月９日を予定しております。
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３．剰余金の処分の内容
　下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効
力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いた
します。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は０円となります。
⑴　減少する剰余金の項目及びその額

　その他資本剰余金　　5,046,923,591円
⑵　増加する剰余金の項目及びその額

　繰越利益剰余金　　　5,046,923,591円
以　上
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